
意見 を聞く だけで終わるのではなく 、 ちゃ

んと 改善さ れてほしい（ 小 中学生 ）

大 人 にも っと 話を聴いてほし い（ 小 学生 ）

余裕がなく て来られない本当に困っている

人 の声も 聞いてほしい（ 小 中学生 ）

こ ども施策の基本的な方 針は、 こ ども ・ 若者の意見 を聴いて、

その声をまんなかに置いて、 対話しながら と も に社会をつく るこ と

国や地方 自 治体がこ ども ・ 若者の意見 を聴く 取組をしていく こ と で、

こ ども ・ 若者の意見 を尊重する意識が醸成さ れ、

こ ども ・ 若者が関わる様々な場において、 取組がすすむこ と が期待さ れます。

こ れから 取組をはじ める 職員も 、 はじ めている 職員も イ チから 分かる こ ども ・ 若者の意見 反映の実践方 法をまと めまし た。

こ ども 基本法の条文 や意義をし っかり と 理解し 、 ポイ ント を参考にし て実践し てく ださ い！

（ 各項目 に、 ガイ ド ラ イ ン本編のページ数が載っていますので、 適宜本編に立 ち返り ながら 、 こ ども ・ 若者の意見 反映の

実践に取り 組んでく ださ い。 ）

こ ど も 基本法やこ ども 大 綱が目 指す「 こ ど も ま んなか社会」

知っ ておき たい意見 反映の２ つの意義

こ ども ・ 若者は、 こ ども まんなか社会をと も に作るパート ナー

全てのこ ども ・ 若者が身 体的・ 精神的・ 社会的に幸せな状態（ ウェルビーイ ング） で生 活を送るこ と ができる社会

〜 こ ども ・ 若者の声を聴く 取組ポイ ント 〜
こ ど も ・ 若者の意見 の政策反映に向けたガイ ド ラ イ ン概要版

*こ ども ・ 若者の声の出所は令和4年度「 こ ども 政策決定過程におけるこ どもの意見 反映プロセスの在り 方 に関する調査研究報告書」

事前にも ら った資料がわかり やすく て 

思ってたよ り イ ラ ス ト と かも あって、

少し緊張がほぐれました（ 中学生 ）

「 何でも いいよ 」 、 「 大 丈夫」 と いう 声かけで

安心 感を与えてほしい。 （ 高 校生 世代）

こ ども や若者の状況やニーズをよ り 的確に踏まえるこ と ができ、 施策がよ り 実効性のあるも のになる 。

こ ども や若者にと って、 自 らの意見 が十 分に聴かれ、 自 ら によって社会に何らかの影響を与える、 変

化をも たらす経験は、 自 己 肯定感や自 己 有用 感、 社会の一 員と しての主体性を高 めるこ と につなが

る。 ひいては、 民 主主義の担い手 の育成に資する。
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意見 反映の措置をと る義務があり ます 意見 表明や反映についてのこども ・ 若者の声

こ ども 基本法

（ こ ども 施策に対するこ ども 等の意見 の反映）

第十 一 条
国及び地方 公共団体は、 こ ども 施策を策定し 、 実施

し 、 及び評価する に当たっては、 当該こ ども 施策の

対象と なるこ ども 又 はこ ども を養育する者その他の

関係者の意見 を反映さ せる ために必要な措置を講ず

る も のと する。

参考資料



FAQ

あまり そう 思わない 21 .5 %

その他 4 .3 %

そう 思わない 5 .8 %

そう 思う 3 3 .6 %

ややそう 思う 3 4 .8 %

Q . 政策について意見 を聴く と き 、 どの年齢のこ ども に意見 を聴けばいいですか？

A.

A.

A.

Q . こ ども にやさ し い資料と は何ですか？

Q . 聴いた意見 は全て反映しなければいけませんか？

出所） こ ども 大 綱「 こ ども まんなか社会」 の実現に向け

た数値目 標。 「 こ ども 政策に関し て自 身 の意見 が聴いて

も ら えている 」 と 思う こ ども ・ 若者の割合

こ ども 施策を策定、 実施、 評価する にあたり 、 施策の対象年齢が決まっている 場合は、 その対象年齢のこ ども ・ 若者が当

事者と し て意見 を聴かれる 対象になり 得ます。 ただし 、 該当する 世代以外のこ ども ・ 若者にも 対象を広げて聴く こ と が有

効な場合も あり 、 その施策の内容や目 的によ って検討し 判断する こ と が重要です。

なお、 意見 を言 える のは中高 生 以上だろう 等、 年齢によ る 先入 観は持たないよ う にし まし ょ う 。 こ ども 基本法は、 全ての

こ ども ・ 若者が、 その年齢や発達の程度に応じ て、 自 分に影響を及ぼすこ と について意見 を表明する 機会を確保する こ と

と し ています。

こ ども によ ってはおと なが想定する 熟度の意見 を言 う と は限り ませんし 、 それを求める べき ではあり ません。 意見 を聴く

側のおと なは、 こ ども ・ 若者が意見 を形成する こ と を支 え、 聴いた意見 は年齢及び発達の程度にし たがって、 相応に考慮

します。

難しい漢字や用 語を使わずに、 こ ども ・ 若者に分かり やすく 書かれた資料です。 事前の説明資料やフィ ード バッ ク の資料を

作成する際には、 読み手 の年齢や発達の程度に合わせて読みやすいも のを作成します。

対象と するこ ども ・ 若者の年代に合わせて読みやすい言 葉づかいや漢字表記、 表現、 配色 、 デザイ ン、 情報量を検討し ま

す。 対象のこ ども ・ 若者に応じて、 複数種類の「 やさ しい版」 を作成するこ と も 考えまし ょ う 。

こ ども ・ 若者に意見 を聴く こ と は、 こ ども ・ 若者の言 う 通り にするこ と ではあり ません。 政策は多様な関係者を考慮する必

要があり ますし 、 予算や期間、 体制等の制約も あり ます。 大 切なこ と は、 政策の目 的や内容に応じ て、 また意見 を表明し た

こ ども ・ 若者の年齢や発達の程度に応じ て、 出さ れた意見 を正当に考慮するこ と です。 それは、 こ ども ・ 若者にと って一 番

よいこ と は何かを考えるこ と 、 そして結論に至 る考え方 を説明し 、 対話する 過程を作るこ と です。

2 0 2 3 2 0 2 8

2 0 .3 %

7 0 %

国や地方 自 治体の制度や政策について

7割近く のこ ども ・ 若者に意見 を表明する

意欲があり ます。

こ ども ・ 若者の意見 の政策反映に向けたガイ ド ラ イン本編

http s://w w w .cf a .g o .jp /p o l ic ie s/ike n/jich ita i/

一 方 、 「 こ ども 政策に関して自 身 の意見 が

聴いても らえている 」 と 思う こ ども ・ 若者

の割合は2割です。 国はこ ども 大 綱でこ の

割合を7割にする 目 標を掲げています。

出所） 令和4年度「 こ ども 政策決定過程における こ ども の

意見 反映プロ セス の在り 方 に関する 調査研究報告書」 。

「 あなたは、 国や自 治体の制度や政策について思ったこ と

や意見 を、 国や自 治体に伝えたいと 思いますか」 について

の回答割合

意見 を聴いただけの形式的な意見 聴取にならないよ う 、

日 本全体でこ ども ・ 若者の意見 を反映する取組を広めまし ょ う 。

https://www.cfa.go.jp/policies/iken/jichitai/


意見 を聴く 場面 や方 法（ 継続的、 一 時的） の特徴を理解し

ている 。

意見 を聴く 目 的や内容に応じて、 どのよ う にこ ども ・ 若者か

ら意見 を聴く かを検討している。

政策の当事者にこども ・ 若者が含まれるかを考え、 意見 を聴

く こ と を検討している。

こども ・ 若者の意見反映プロセスの全体像 本編 P.1 2 へ

意見 反映プロ セス の全体像と ５ つのス テッ プを理解し て

いる 。

政策のどの段階においてこ ども ・ 若者の意見 を聴く か検

討し ている 。

意見 を聴く ために必要な費用 を洗い出し 、 工 夫できるこ と を検討している。

意見 を聴く 取組を実施している部署や取組状況、 意見 の反映状況を把握し 、 組織内で共

有している。

声を聴かれにく いこ ども ・ 若者がいるこ と を理解している。

属性に対して先入 観をもたずに一 人 の人 と して尊重し 、 耳 を傾けている。

支 援者や本人 が信頼している 人 と 連携して安心 して意見 を言 える場を作っている。

属性に囚われず一 人 ひと り に必要な工 夫や対応を聞き、 と も に考えている。

一 度に成果を果たそう と せず、 話したいこ と を聴く 、 受け止 める姿勢をと っている。

権利侵害や個別対応が必要な事実や意見 を聴いた場合のフォロー体制を用 意している。

こ ども ・ 若者の声を政策に反映するためのポイント

1 . はじめる前にチェッ ク するポイント

2 . 施策実行 中にチェッ ク するポイント

3 . 常にチェッ ク しておく べきポイント

こども 施策を策定等する際に、 こ ども ・ 若者の意見 を反映す

る措置を講ずるこ と が義務付けられたこ と を理解している。

こども や若者の意見 を聴く 意義を理解している。

聴く 側のおと なが、 こ ども ・ 若者の視点で一 緒に考える 姿勢を持っている 。

おと なの役割は、 こ ども ・ 若者の意見 表明のサポート である こ と を共通認識にし て

いる 。

意見 を聴く 目 的、 参加が任意である こ と 、 意見 は訂正や撤回ができ る こ と 、 聴いた

意見 がどう 取り 扱われる か、 いつ頃フィ ード バッ ク をする か、 最初にこ ども ・ 若者

に説明し ている 。

グラ ウ ンド ルール案を参加する こ ども ・ 若者と 共有し 、 確認し ている 。

どのよ う な意見 でも 受容さ れる こ と を進行 役やファ シリ テータ ーがこ ども ・ 若者に

示 し ている 。

おと なは「 聴く 」 、 「 待つ」 、 「 促す」 行 動をと る よ う 関係者で共有し ている 。

こ ども ・ 若者が意見 を言 いやすい方 法を選べる よ う 様々な選択肢を用 意し ている 。

意見 を聴く 手 法（ 対面 、 オンラ イ ン、 アンケート 、 SN Sを活用 し たチャ ッ ト 等） の

特徴を理解し 、 意見 を聴く 目 的や対象者に合わせて選択し ている 。

安心 し て意見 を言 えたか、 こ ども ・ 若者が振り 返り 、 意見 を聴く 場を評価する 機会

を用 意し ている 。

意見 を聴く 場の良かった点や改善点について振り 返り をし ている 。

こ ども ・ 若者の意見 をどう 反映する か検討し 、 こ ども ・ 若者に説明する 準備をし て

いる 。

意見 を聴いた後の検討プロセスや結果、 理由を説明（ フィ ード バッ ク ） している。

フィ ード バッ ク 資料は、 こ ども ・ 若者が読みやすいよ う 工 夫をしている。

意見 を聴く 機会に関わる全てのおと なに、 「 こ ども のセーフガーディ ング」 と 意見 を聴く 場の

趣旨を共有している。

こ ども ・ 若者の年齢、 特性、 発達の程度に応じて必要な配慮を確認している。

個人 情報の利用 についてあらかじめ本人 や保護者の同意を得ている。

参加するおと なと こ どもが共通して守るグラウンド ルール案を用 意している。

こ ども ・ 若者の背景や人 数を考えて会場の雰囲気づく り やグループ分けを検討している。

テーマについてこども ・ 若者に分かり やすい資料（ やさ しい版資料） を用 意し 、 意見 を言 う た

めの準備をサポート している。

政策の当事者や政策が影響する こ ど も ・ 若者を考え、 意見 を聴く 対象を決めている 。

特定の属性の意見 に偏ら ないよ う 意見 を聴く 対象を検討し ている 。

意見 を聴く 機会について、 幅広く こ ど も ・ 若者が情報にアク セス でき る か考えて周知

し ている 。

こ ど も ・ 若者にと って分かり やすく 、 意見 を 言 いやすいテーマを設定し ている 。

こ ど も ・ 若者が意見 を 言 いたいテーマを提案し たり 、 選んだり でき る 「 仕組み」 を作

っている 。

こ ど も ・ 若者に関わる 職員等に「 こ ど も 基本法」 や「 こ ど も の権利条約」 の周知をし

ている 。

こ ど も ・ 若者に対する リ ス ク を事前に洗い出し 、 予防策や軽減策を 用 意し ている 。

こ ど も ・ 若者のセーフ ガーディ ングの指針を定め、 対応のための手 順が体制を決めて

いる 。

庁内人 材や外部と の連携によ り 、 意見 を聴く ための体制をつく っている 。

こ ど も ・ 若者の人 数に合わせてファ シリ テータ ーを確保し ている 。

こ ども ・ 若者の意見 を聴いた政策づく り  本編 P.1 へ

意見 を反映する 本編 P.4 0 へ

予算や体制 本編 P.4 5 へ

フィ ード バッ ク をする 本編 P.4 3 へ 企画する 本編 P.1 4 ,1 6 ,1 8 ,1 9 へ

こ ども 基本法上の「 こ ども施策」 本編 P.8 へ こ ども ・ 若者の意見 を聴く 場面 や方 法 本編 P.1 0 へ

事前に準備する 本編 P.2 3 ,2 6 へ

意見 を聴く  本編 P.2 9 ,3 0 ,3 2 ,3 4 ,3 8 へ

声を聴かれにく いこ ども ・ 若者を考慮する 本編 P.5 0 ,5 3 ,5 7 へ

こ ども基本法第11条に基づいて、 こども ・ 若者の意

見 を聴く 取組を進めていく と きに確認すると よい重

要なポイント をリ スト 化しました。 これらのポイン

ト を参考に各取組に合わせて改訂してく ださ い。

フ ィ ード バッ ク をし た後は、 次の企画に活かし 、

よ り 良い取組を 目 指し ます。


